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旅行業登録制度・主な手続きについて 

（大阪府） 
 

 

 

 

■登録申請・相談で来庁される際は、必ず事前に電話予約してください。 

■登録申請の際は、会社代表者（旅行業担当の取締役等）と旅行業務取

扱管理者または旅行サービス手配業務取扱管理者が来庁してください。 

■登録申請の際は、提出書類の控えを必ず残してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【担 当】  

大阪府 府民文化部 都市魅力創造局  企画・観光課 企画グループ 

〒559-8555  大阪市住之江区南港北 1-14-16（大阪府咲洲庁舎 37階） 

TEL：06-6210-9313  FAX：06-6210-9316 

申請受付時間 9:30～17:00（12:15～13:00除く） 

[土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く] 

 

旅行業登録申請関係の様式は大阪府ホームページからダウンロードできます 

大阪府トップページ上部の「キーワードから探す」に「旅行業」と入力し検索 

→「旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録申請・届出手続き」をクリック 

→「申請案内のリンク」から該当する手続きを選択 



1 

 

 

目 次 

 

Ⅰ 旅行業登録制度について  

１．旅行業登録制度（Ｐ２） 

２．登録要件（Ｐ３） 

３．登録の拒否（Ｐ４） 

 

 

Ⅱ 主な手続きについて  

旅行業（第２種、第３種、地域限定） 

１．新規登録の申請（Ｐ５） 

２．更新登録の申請（Ｐ６） 

３．変更登録の申請（Ｐ６） 

４．旅行業務に関する取引額の報告（Ｐ７） 

５．登録事項の変更の届出（Ｐ７） 

 

旅行業者代理業及び旅行サービス手配業 

１． 新規登録の申請（Ｐ９） 

２．登録事項の変更の届出（Ｐ９） 
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その他の手続きについては、大阪府ホームページをご確認ください 

大阪府トップページ上部の「キーワードから探す」に「旅行業」と入力し検索 

→「旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録申請・届出手続き」をクリック 

→「申請案内のリンク」から該当する手続きを選択 

 

＜その他の手続き＞ 

・事故発生時の報告 

・標準旅行業約款以外の旅行業約款の認可申請及び変更の認可申請 

・事業廃止、譲渡等の届出、営業保証金についての権利の承継の届出 

・営業保証金の取戻し 

・登録事項の証明の願出 

 



2 

 

Ⅰ 旅行業登録制度について  

１．旅行業登録制度 

旅行業（報酬を得て、旅行者（消費者）のために、運送・宿泊のサービスの提供を受けることについて、代

理して契約を締結し、又は取次ぎをする行為等を行う事業）を営もうとするときは、旅行業法に基づき旅行業

（第１種、第２種又は第３種又は地域限定）もしくは旅行業者代理業の登録が必要です。 

また、旅行サービス手配業（報酬を得て、旅行業を営む者のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送

等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介を

し、又は取次ぎをする行為を行う事業）を営もうとするときは、旅行業法に基づき旅行サービス手配業の登録

が必要です。 

第１種旅行業については観光庁長官、第２種、第３種、地域限定旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス

手配業については、旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知

事の登録を受ける必要があります。 

 

（旅行業・旅行業者代理業の取扱業務範囲） 

 募集型企画旅行契約 受注型 

企画旅行契約 
手配旅行契約 

他社募集型 

企画旅行代売 海外 国内 

旅 

行 

業 

第１種旅行業 ○ ○ ○ ○ ○ 

第２種旅行業 × ○ ○ ○ ○ 

第３種旅行業 × 
△ 

(注 1) 
○ ○ ○ 

地域限定旅行業 × 
△ 

(注 1) 
△ 

(注 1) 
△ 

(注 1) 
○ 

 

旅行業者代理業 所属旅行業者から委託された業務のみ 

(注 1)  地域企画旅行及び手配旅行の催行区域が、当該事業者の一の営業所が設置されている市町村及びこれに隣接する市町村の区域内で

あること。 

(注 2)  営業所ごとに取扱業務範囲に応じた旅行業務取扱管理者又は旅行サービス手配業務取扱管理者の選任が必要です。（Ｐ３参照） 

(注 3)  「募集型企画旅行」…あらかじめ旅行の計画を作成し、参加者を募るもの。（いわゆるパックツアー） 

「受注型企画旅行」…旅行者からの依頼により、旅行の計画を作成するもの。（オーダーメイドのツアー） 

 

 

（旅行サービス手配業の取扱業務） 

旅行サービス手配業 

旅行業を営む者のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供につ

いて、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取

次ぎをする行為を行う事業 

(注 1)  旅行業者は、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、旅行サービス手配業を行うことができます。（旅行業法第３４条） 

(注 2)  旅行サービス手配業のうち、海外における運送等サービス又は運送等関連サービスの代理契約・媒介・取次、国内における運送等

関連サービスの代理契約・媒介・取次（ただし、通訳ガイド・免税店の手配を除く。）については、規制対象となる行為から除外

されます。（旅行業法施行規則第１条） 

(注 3)  「運送等サービス」…貸切バスやホテル・旅館等、運送又は宿泊のサービス 

「運送等関連サービス」…通訳ガイド・土産物店・レストラン・劇場等、運送及び宿泊以外の旅行に関するサービス 
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２．登録要件 

（１）定款及び法人登記簿の目的欄について 

法人で申請する場合は定款及び法人登記簿ともに目的欄を次のとおりにしなければなりません。 

旅 行 業・・・「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」 

旅行業者代理業・・・「旅行業者代理業」又は「旅行業法に基づく旅行業者代理業」 

旅行サービス手配業・・・「旅行サービス手配業」又は「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」 

 

（２）基準資産額について 

旅行業の場合、財産的基礎として、基準資産額が第２種の場合は７００万円以上、第３種の場合

は３００万円以上、地域限定の場合は１００万円以上であることが必要です。（旅行業者代理業及び

旅行サービス手配業にはこの要件はありません。） 

なお、基準資産額が不足するため増資した時は、増資後の登記事項証明書（履歴事項全部証明

書）、債務免除等を受けた時はその旨を記した「公正証書」の提出が必要です（「確定日付」な

ど、「公正証書」以外のものは不可）。 

 

（基準資産額の算出方法について） 

基準資産額 ＝ 資産総額 － 繰延資産（創業費等） 

－ 営業権 

－ 負債の総額 

－ 営業保証金額 又は 弁済業務保証金分担金額 

 

※法人の場合･･･申請前直近の事業年度における確定決算書（貸借対照表）の金額から算出。 

※個人の場合･･･「財産に関する調書」に計上された金額から算出。（資産については預金残高証明書等によりその額

を確認できるものに限ります。） 

 

（基準資産額、最低営業保証金又は最低弁済業務保証金分担金及び最低設立資本金について） 

 
基準資産額 区分 

最低営業保証金 

（供託金） 

最低弁済業務 

保証金分担金 
最低設立資本金 

第２種 

旅行業 
７００万円 

協会非加入 １，１００万円  １，８００万円 

保証社員  ２２０万円   ９２０万円 

第３種 

旅行業 
３００万円 

協会非加入 ３００万円    ６００万円 

保証社員   ６０万円   ３６０万円 

地域限定 

旅行業 
１００万円 

協会非加入 １５万円    １１５万円 

保証社員   ３万円   １０３万円 

   ※営業保証金の額…Ｐ１１参照 

 

（３）旅行業務取扱管理者等の選任 

（ア）営業所ごとに取扱業務範囲に応じた旅行業務取扱管理者又は旅行サービス手配業務取扱管理者（以

下「旅行業務取扱管理者等」という。）を選任すること。（旅行業法第１１条の２、第２８条） 

（イ）１営業所につき１人以上の旅行業務取扱管理者等（常勤専任で就業のこと。）を選任すること。 
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（ウ）旅行業及び旅行サービス手配業部門従業員数１０人以上の営業所においては、２人以上の旅行業務 

取扱管理者等を選任すること。 

（エ）地域限定旅行業に限り、営業所が複数ある場合において、当該営業所が近接しており、旅行業務の適

切な運営が確保される場合は、１名の旅行業務取扱管理者が複数営業所を兼務することができます。 

詳しくは、大阪府担当課までお問い合わせください。 

 
総合旅行業務取扱

管理者 

国内旅行業務取扱

管理者 

地域限定旅行業務

取扱管理者 

旅行サービス手配業務

取扱管理者研修課程の

修了者 

旅行業・旅行業者代

理業（国内・海外） 
○ × × × 

旅行業・旅行業者代

理業（国内） 
○ ○ × × 

地域限定旅行業 ○ ○ ○ × 

旅行サービス手配業

（国内・海外） 
○ × × ○ 

旅行サービス手配業

（国内） 
○ ○ × ○ 

 

 

３．登録の拒否 

登録の申請者が次に該当する場合は登録できません。（旅行業法第６条、第２６条） 

（１）旅行業法第１９条の規定により旅行業もしくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第３７条の規定

により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から５年を経過していない者（当該登録

を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前６０

日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から５年を経過していないものを含む。） 

（２）拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又 

は執行を受けることがなくなった日から５年を経過していない者 

（３）暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員又は同号

に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。（８）において同じ。） 

（４）申請前５年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者 

（５）営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記（１）～（４）又は

（７）のいずれかに該当するもの 

（６）旅行業法第６条第１項第６号において規定する、心身の故障により旅行業、旅行業者代理業を適正に遂行

することができない者として国土交通省令で定めるもの若しくは旅行業法第 26 条第 1 項第 3 号において

規定する、心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令

で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（７）法人であって、その役員のうちに上記（１）～（４）まで又は（６）のいずれかに該当する者があるもの 

（８）暴力団員等がその事業活動を支配する者 

（９）営業所ごとに旅行業法第１１条の２又は第２８条の規定による旅行業務取扱管理者又は旅行サービス手配

業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者 

（10）旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる旅行業法第４条第１項 

第３号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの 

（11）旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が２以上であるもの  

資格 

業務範囲 
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Ⅱ 主な手続きについて  

■旅行業（第２種、第３種、地域限定） 

１．新規登録の申請 

旅行業務に関する主たる営業所を大阪府内におき、旅行業（第２種・第３種・地域限定）を営もうとすると

きは、大阪府知事の登録を受ける必要があります。（旅行業法第３条、第４条） 

※第１種旅行業については、観光庁長官への申請となります 。 

 

《旅行業新規登録申請 手続きの流れ》 

（１）大阪府に申請書類を提出（窓口持参）※電話にて要予約 

基準資産額が不足するなど登録要件（Ｐ３参照）を満たさない場合は登録することができません。 

（２）大阪府から新規登録通知書、登録簿の写しを交付（窓口交付） 

審査完了後に大阪府から連絡しますので、大阪府担当課までお越しいただきます。登録の有効期間は登

録日から起算して５年です。 

（３）営業保証金の供託（法務局）又は弁済業務保証金分担金の納付（旅行業協会） 

営業保証金の供託先は、主たる営業所の最寄りの供託所です。 

（４）大阪府に「営業保証金供託完了届出書」又は「弁済業務保証金分担金納付届出書」を提出（窓口持参） 

新規登録日から１４日以内に届出が必要です。この届出を行った後でなければ事業を開始することがで

きません。（旅行業法第７条第１項～第３項、第４９第１項） 

（５）大阪府に「旅行業法第７０条に基づく報告書」を提出（窓口持参又は郵送） 

新規登録日から６０日以内に「旅行業法第７０条に基づく報告書」により、営業所の付近図、写真等の

提出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 来庁日の事前電話予約 

新規登録申請書類の提出 

登録決定（通知書等の交付） 

大阪府における審査 

営業保証金の供託 又は 弁済業務保証金分担金の納付 

「営業保証金の供託完了届」と「供託書正本の写し」 

 又は「弁済業務保証金分担金納付届出書」と 

「弁済業務保証金分担金納付書（写）」の提出 

旅行業法第７０条に基づく報告 

更新登録申請書類の提出  

来庁 

来庁 

標準処理期間 40日 

14日 
以内 

60日 
以内 

有効期間 
5年 

郵送可 

「取引額報告書の提出」…毎事業年度終了後 100 日以内（郵送又は電子申請可） 

「登録事項変更の届出」…変更があった日から 30 日以内（来庁） 

来庁 ※更新満了日の 2 カ月前まで
に申請が必要 

 

★この届出後、営業開始
が可能です 

来庁 ★会社代表者と旅行業務取扱管理者が来庁し
てください。 

★会社代表者と旅行業務取扱管理者が来庁し
てください。 
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２．更新登録の申請 

旅行業の登録の有効期間は、新規登録日（又は更新登録日）から起算して５年です。有効期間満了後も引き

続き旅行業を営もうとするときは、有効期間満了の日の２ヶ月前までに大阪府に更新登録の申請が必要で

す。（旅行業法第６条の３） 

 

《更新登録申請 手続きの流れ》 

（１）大阪府に申請書類を提出（窓口持参）※電話にて要予約 

基準資産額が不足するなど登録要件（Ｐ３参照）を満たさない場合は更新登録することができません。 

（２）大阪府から更新登録通知書、登録簿の写しを郵送 

通知書等は主たる営業所あてに郵送します。 

 

 

３．変更登録の申請（第２種・第３種・地域限定への変更） 

大阪府知事登録旅行業者及び旅行業務に関する主たる営業所を大阪府内におく第１種旅行業者は、登録業務

範囲を第２種、第３種又は地域限定旅行業に変更しようとするときは、大阪府知事の変更登録を受ける必要が

あります。（旅行業法第６条の４第１項） 

※第１種旅行業への登録業務範囲の変更については、観光庁長官への申請となります。  

 

【第３種又は地域限定から第２種への変更】 

《手続きの流れ》 

（１）大阪府に申請書類を提出（窓口持参）※電話にて要予約 

基準資産額が不足するなど登録要件（Ｐ３参照）を満たさない場合は変更登録することができません。 

（２）大阪府から変更登録通知書、登録簿の写しを交付（窓口交付） 

審査完了後に大阪府から連絡しますので、大阪府担当課までお越しいただきます。登録の有効期間は新

規登録日（又は更新登録日）から起算して５年です。（変更登録日からの起算ではありません。） 

※第３種又は地域限定から第２種への変更…登録番号の変更なし 

（３）営業保証金の追加供託（法務局）又は弁済業務保証金分担金の追加納付（旅行業協会） 

（４）大阪府に「営業保証金追加供託完了届出書」又は「弁済業務保証金分担金追加納付届出書」を提出（窓

口持参） 

変更登録日から１４日以内に届出が必要です。この届出を行った後でなければ変更後の事業を開始する

ことができません。（旅行業法第９条第５項・第６項、第２２条の１０第２項） 

 

【第２種から第３種又は地域限定への変更、第１種から第２種又は第３種又は地域限定への変更】 

《手続きの流れ》 

（１）大阪府に申請書類を提出（窓口持参）※電話にて要予約 

基準資産額が不足するなど登録要件（Ｐ３参照）を満たさない場合は変更登録することができません。 

（２）大阪府から変更登録通知書、登録簿の写しを交付（窓口交付） 

登録完了後大阪府から連絡しますので、大阪府担当課までお越しいただきます。登録の有効期間は新規

登録日（又は更新登録日）から起算して 5 年です。（変更登録日からの起算ではありません。） 
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※第２種から第３種又は地域限定への変更…登録番号の変更なし 

※第１種から第２種又は第３種又は地域限定への変更…登録番号の変更あり 

（３）営業保証金又は弁済業務保証金分担金の差額の取戻し 

供託している営業保証金又は弁済業務保証金分担金の額が新たな業務範囲に対応する営業保証金又は

弁済業務保証金分担金の額を超えることとなるときは、その超える額を取戻すことができます。（手続

き方法については、大阪府ホームページをご参照ください） 

 

 

４．旅行業務に関する取引額の報告（取引額報告書の提出） 

大阪府知事登録旅行業者は、毎事業年度終了後１００日以内に、「取引額報告書」により、その事業年度に

おける旅行業務に関する旅行者との取引額を大阪府に報告する必要があります。（旅行業法第１０条） 

 

《取引額の増減に伴う手続き》 

（１）前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額により、供託している営業保証金の額又は納付

している弁済業務保証金分担金の額が、供託すべき営業保証金の額又は納付すべき弁済業務保証金分担

金の額に不足することとなるときは、前事業年度終了の日の翌日から１００日以内に追加して供託又は

納付し、あわせてその旨を大阪府に届出る必要があります。（旅行業法第９条第１項・第２項、第４９

条第２項） 

（２）前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額により、供託している営業保証金の額が、供託 

すべき営業保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取戻すことができます。 

営業保証金の取戻しをしようとするときは、大阪府に「証明書交付申請書」を提出してください。ただ

し、大阪府に取引額の報告をした日以降、その報告の日の属する事業年度に限ります。なお、官報に営

業保証金取戻公告の掲載の必要はありません。（旅行業法第９条第３項、旅行業者営業保証金規則第８

条） 

  ※弁済業務保証金分担金に関することは、旅行業協会へお問い合わせください。  

 

 

５．登録事項の変更の届出（住所変更、営業所の新設・廃止など） 

大阪府知事登録旅行業者（第２種・第３種・地域限定）は、登録事項に変更があったときは、その変更のあ

った日から３０日以内に大阪府に届出が必要です。 

主たる営業所の所在地の変更が都道府県の区域を異にするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄す

る都道府県知事への届出となります。（旅行業法第６条の４第３項） 

なお、旅行業者は、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更になるときは、遅滞なく、営業

保証金の保管替え等の手続きを行う必要があります。 
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【届出が必要な変更事項】 

（１）代表者の変更、（２）名称の変更、（３）本社所在地の変更、（４）商号の変更、（５）営業所の新設（その他営業所の追

加）、（６）主たる営業所の名称変更、（７）その他営業所の名称変更、（８）主たる営業所の所在地変更、（９）その他営業所

の所在地変更、（１０）その他営業所の廃止、（１１）代理業者の新設・住所変更・名称変更・営業所新設・営業所の名称変

更・営業所の所在地変更・営業所の廃止、（１２）代理業者の廃止 

※旅行業務取扱管理者の変更は大阪府担当課まで電話連絡ください。 

※旅行業者は、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更になるときは、遅滞なく、営業保証 

金の保管替え等の手続きを行い、その旨を大阪府に届出る必要があります。（旅行業法第１８条の２） 

（１）金銭のみをもって営業保証金を供託している場合 

    移転後の主たる営業所の最寄りの供託所へ営業保証金の保管替えを行う必要があります。 

（２）有価証券のみ又は一部有価証券をもって営業保証金を供託している場合 

  新たに同額の営業保証金を移転後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託する必要がありま

す。移転後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託したときは、移転前の主たる営業所の最寄りの

供託所に供託した営業保証金を取戻すことができます。 
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■旅行業者代理業及び旅行サービス手配業 

１．新規登録の申請 

旅行業者代理業に関する主たる営業所を大阪府内におき、旅行業者代理業を営もうとするときは、大阪府知

事の登録を受ける必要があります。（旅行業法第３条、４条） 

また、旅行サービス手配業務に関する主たる営業所を大阪府内におき、旅行サービス手配業を営もうとする

ときも同様に、大阪府知事の登録を受ける必要があります。（旅行業法２３条、第２４条） 

 

《旅行業者代理業・旅行サービス手配業新規登録申請 手続きの流れ》 

（１） 大阪府に申請書類を提出（窓口持参）※電話にて要予約 

登録要件（Ｐ３参照）を満たさない場合は登録することができません。 

（２）大阪府から新規登録通知書、登録簿の写しを交付（窓口交付） 

登録完了後大阪府から連絡しますので、大阪府担当課までお越しいただきます。登録日から事業を開始

することができます。 

（３）大阪府に「旅行業法第７０条に基づく報告書」を提出（窓口持参又は郵送）※旅行サービス手配業者は不 

新規登録日から６０日以内に「旅行業法第７０条に基づく報告書」により、営業所の付近図、写真等の 

提出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．登録事項の変更の届出（住所変更、営業所の新設・廃止など） 

大阪府知事登録旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者は、登録事項に変更があったときは、その変更

のあった日から３０日以内に大阪府に届出が必要です。 

主たる営業所の所在地の変更が都道府県の区域を異にするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄す

る都道府県知事への届出となります。（旅行業法第６条の４第３項、第２７条） 

【届出が必要な変更事項】 

（１）代表者の変更、（２）名称の変更、（３）本社所在地の変更、（４）商号の変更、（５）営業所の新設（その他営業所の追

加）、（６）主たる営業所の名称変更、（７）その他営業所の名称変更、（８）主たる営業所の所在地変更、（９）その他営業所の所

在地変更、（１０）その他営業所の廃止、（１１）所属旅行業者の名称変更、（１２）所属旅行業者の所在地変更 

※（１１）（１２）は旅行業者代理業者のみ。 

※旅行業務取扱管理者等の変更は大阪府担当課まで電話連絡ください。 

来庁日の事前電話予約 

新規登録申請書類の提出 

登録決定（通知書等の交付） 

大阪府における審査 

旅行業法第７０条に基づく報告  

来庁 

標準処理期間 
40日 

60日以内 

郵送可 

「登録事項変更の届出」…変更があった日から 30 日以内（来庁） 

★この通知受領後、営業開始が可能です 

来庁 

※旅行サービス手配業者は不要 

要 

★会社代表者と旅行業務取扱管理者（または
旅行サービス手配業務取扱管理者）が来庁
してください。 
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Ⅲ 参考  
 

１．登録申請に係る手数料 

 

登録申請には手数料が必要です。 

（下記以外の諸手続きにかかる手数料は不要です。） 

 

 

業 種 申請内容 金 額 

旅行業 
（第２種・第３種・地域限定） 

新規登録申請 ２０，６００円 

更新登録申請 １７，０００円 

変更登録申請（第２種・第３種・地域限定への変更） １１，０００円 

旅行業約款の認可申請及び変更の認可申請 １５，０００円 

旅行業者代理業 新規登録申請 １６，０００円 

旅行サービス手配業 新規登録申請 １６，０００円 

 

 

 

【手数料納付の流れ】                                                                                  

(1)申請者は、旅行業登録申請等窓口（咲洲庁舎 37階）において、申請書類等の内容の確認を受けます。 

(2)申請者は、手数料納付窓口（咲洲庁舎 1階）において、申請書を提出し、手数料の納付を行います。  

(3)申請者は、手数料納付窓口担当者から、領収レシートと収納情報を印字した申請書を受け取ります。 

(4)申請者は、旅行業登録申請等窓口（咲洲庁舎 37 階）に、申請書（手数料収納済の印字あり）と申請書類を 

提出します。 

(5)申請受付窓口担当者は、納付状況を確認し、申請書類等を受け付けします。               
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２．営業保証金の額 
前事業年度における旅行業務に関す
る旅行者との取引の額（第 6 条の 2
第 1 項に掲げる場合にあっては、同
条第 2項に掲げる額） 

営業保証金の額 

第一種旅行業の 
登録を受けた者 

第二種旅行業の 
登録を受けた者 

第三種旅行業の 
登録を受けた者 

地域限定旅行業の 
登録を受けた者 

400万円未満 7,000万円 1,100万円   300万円   15万円 

400万円以上  5,000万円〃  7,000万円 1,100万円   300万円   100万円 

5,000万円〃   2億円〃 7,000万円 1,100万円   300万円   300万円 

2億円〃   4億円〃 7,000万円 1,100万円   450万円   450万円 

4億円〃   7億円〃 7,000万円 1,100万円   750万円   750万円 

7億円〃     10億円〃 7,000万円 1,300万円   900万円   900万円 

10億円〃  15億円〃 7,000万円 1,400万円 1,000万円 1,000万円 

15億円〃  20億円〃 7,000万円 1,500万円 1,100万円 1,100万円 

20億円〃  30億円〃 7,000万円 1,600万円 1,200万円 1,200万円 

30億円〃  40億円〃 7,000万円 1,800万円 1,300万円 1,300万円 

40億円〃  50億円〃 7,000万円 1,900万円 1,400万円 1,400万円 

50億円〃  60億円〃 7,000万円 2,300万円 1,600万円 1,600万円 

60億円〃  70億円〃 7,000万円 2,700万円 1,900万円 1,900万円 

70億円〃  80億円〃 8,000万円 3,000万円 2,200万円 2,200万円 

80億円〃  150億円〃 10,000万円 3,800万円 2,700万円 2,700万円 

150億円〃  300億円〃 12,000万円 4,600万円 3,200万円 3,200万円 

300億円〃  500億円〃 13,000万円 4,800万円 3,400万円 3,400万円 

500億円〃  700億円〃 14,000万円 5,300万円 3,800万円 3,800万円 

700億円〃 1,000億円〃 15,000万円 5,500万円 4,000万円 4,000万円 

1,000億円〃 1,500億円〃 16,000万円 6,000万円 4,300万円 4,300万円 

1,500億円〃 2,000億円〃 18,000万円 6,600万円 4,700万円 4,700万円 

2,000億円〃 3,000億円〃 20,000万円 7,600万円 5,400万円 5,400万円 

3,000億円〃 4,000億円〃 25,000万円 9,200万円 6,600万円 6,600万円 

4,000億円〃 5,000億円〃 30,000万円 11,000万円 7,900万円 7,900万円 

5,000億円〃     1兆円〃 35,000万円 13,000万円 9,300万円 9,300万円 

1兆円〃     2兆円〃 45,000万円 17,000万円 12,000万円 12,000万円 

2兆円以上 1兆円につき 10,000万円  3,000万円 2,500万円 2,500万円 

※旅行業協会の保証社員の場合、弁済業務保証金分担金納付額は営業保証金額の 5分の 1の額となります。 


